
















オンライン模擬委員会での意見

Ｒ5.12.21委員長会議資料

意見概要 今後の対応等（案）

委員会室の

映像

（全景）

・委員会室の全景が分かりにくい。

・オンラインで参加していると、執行部で

誰が発言しているのか分からないし、採決

時も委員会室で誰が手を挙げているのか分

からない。

・分科会では、Zoomでの参加は委員会室内の委員も含めて全委員としたため、映像を一覧で表示す

ると、一つあたりの映像の大きさが小さくなり見づらくなったので、今後はオンライン参加者のみに

絞り、一つあたりの映像をなるべく大きく表示できるようにする。

・執行部側はこれまでも全景の映像を撮影していたが、委員側の全景の映像も撮影し、両方の映像を

オンライン参加委員が見られるようにする。

委員会室の

映像

（各委員）

・モニターにすべての委員が映っているの

で、誰が委員会室にいて誰がオンライン参

加なのか区別できない。

・今後は、委員会室内の委員はZoomに参加せず、室内に設置したモニターでオンライン参加委員を

見られるようにする。

意思確認の

簡素化

・オンライン参加委員が複数の場合、一人

一人音声で確認していると時間がかかるた

め、採決以外の質疑等の意思確認の場面で

はサインをあらかじめ決めておいてジェス

チャーでまとめて確認できるようにしては

どうか。

・予算決算常任委員会では２人のオンライン参加委員の質疑等での意思確認において、時間短縮のた

め２人同時に呼びかけを行ったが、どちらが先に答えるか迷われた場面もあり、音声での確認はあら

かじめ答える順番を決めておくなど工夫が必要。

・ジェスチャーの場合は目視で確認ができ、時間短縮につながるが、委員長が間違いなく確認できる

かについて、課題がある。

・今後、オンライン委員会を行う際は、オンライン参加人数等の状況をみて、委員長が意思確認の方

法を決めてオンライン参加委員と事前にすり合わせ、本番の時間短縮等を図るように工夫する。

通信環境等 ・ハウリングが気になった。
・委員会室内の委員がZoomに参加した際、オーディオをオフにしなかったことにより委員会室内で

ハウリングが起こったので、今後は委員会室内の委員はZoomに参加しないこととする。

申合せ事項

・委員長はオンラインで参加できないの

か。

・前日の正午までに申し出なければならな

いとなると、土日・祝日を挟む場合は４日

前の申し出となる。申し出期限の変更を検

討できないか。

・議会運営委員会の申合せにより当分の間、委員長は委員会室で議事進行を行うこととしているが、

ノウハウが蓄積されオンラインで委員長が円滑に議事進行を行うことができると判断されれば、申合

せを変更することが考えられる。

・申合せにより前日の正午としている申し出期限は「原則として」であるので、委員長の判断で当日

午前８時半までに申し出があれば認めるなど、柔軟な運用が考えられる。（判断の際は、準備等の都

合のため事務局へ対応が可能かどうかの確認もお願いしたい。）
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